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第１章．空き家等対策の前提条件の整理 

（１）計画策定の背景と目的 

次のような背景から空き家等が増加し、適正な管理が行われていない空き家等が防災、

防犯、衛生、景観等の観点から市民等の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが考えられま

す。 

（１）今後の全国的な人口減尐や高齢化等の進展 

（２）既存の住宅や建築物の老朽化の増加 

（３）社会的ニーズや産業構造の変化等 

そこで、空き家等の発生予防をはじめ、適正な管理や利活用等に関して総合的かつ計画

的に推進していくため、空き家等対策計画を策定します。 

 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」という。）第６条に規定

する計画であり、国の「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針」（以下、「国指針」という。）に即しつつ、本市の上位計画やその他関連する計画

等、「小平市空き家等の適正な管理に関する条例」（以下、「条例」という。）との整合を図

り作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

市 

関連計画 

小平市都市計画
マスタープラン 

国 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

都    情報提供・連絡調整 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

小平市長期総合計画 

小平市空き家等対策計画 
その他 
計画 

小平市空き家等の適正な管理に関する条例 
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（３）計画の対象【国指針１：対象となる空家等の種類】 

・本計画の対象とする空き家等の種類は、法や条例に規定する「空き家等」及び法に規定

する「特定空家等」とします。 

・なお、「空き家等」は、共同住宅や長屋で、一部住戸のみが空き室となっているものは対

象としていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の対象地区【国指針１：対象地区】 

・高齢化の進展等の社会情勢の変化に伴い、市内全域において空き家等の発生が増加する

と考えられるため、対象地区は市内全域とします。 

 

（５）計画の期間【国指針２：計画期間】 

・計画の期間は、平成３１年度からの５年間とします。 

ただし、社会経済情勢の変化や、国や都の各種施策等に応じて計画内容や期間の見直し

ができることとします。 

  

■空き家等 

・現に居住その他の使用がなされてい

ない建築物等を広く含める「空き家 

 等」をいいます。 

 

■特定空家等 

・法第２条第２項に規定する「特定空

家等」をいいます。 

 

 

 

対

象 

・共同住宅については、１棟のうち一部住戸のみが空き室となっているものにつ

いては、本計画の対象外となりますが、全ての住戸が空き室となった場合には、

空き家等として本計画の対象となります。 

  
 

 

対 

 

象 

 

外 
１棟のうち一部住戸のみが空

き室となっているものについ
ては、本計画の対象外 
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第２章．空き家等を取り巻く現状と課題 

（１）地勢 

・本市は東京都心の西方 26km、北緯 35度 43分 43秒、東経 139 度 28分 39 秒に位置し、東

西約 10km、南北 4km、面積は 20.51k ㎡であり、多摩 26 市中 10番目の広さです。 

・武蔵野台地上に平坦な地形をなし、市域の東は西東京市、西は東大和市・立川市に、南

は小金井市・国分寺市に、北は東久留米市・東村山市に接しています。 

・市内には 7 つの鉄道駅があり、西武新宿線、西武拝島線が市を東西方向へ結び、JR 武蔵

野線、西武国分寺線、西武多摩湖線が所沢、国分寺方面に連絡しています。 

・市内を走る幹線道路は、市の中央を青梅街道、その北側を新青梅街道、南側を五日市街

道が東西方向に横断し東京の中心部を結び、府中街道、新小金井街道、小金井街道、け

やき通り等が南北方向に縦断しています。 

・玉川上水の開通に伴い新田開発がなされ、青梅街道に沿って列状に並ぶ農家と、その背

後に細長い短冊型の畑地と林地のある独特な集落が形成されてきた歴史があり、その後 7

つの駅周辺を中心に都市化が進み、住宅都市として発展してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 1-1 本市の位置 

 

※1 東経・北緯は、世界測地系を使用しています。 

※2 面積は、平成２７年１０月１日現在で国土交通省国土地理院が公表した「全国都道府県市区町村

別面積調」によります。 
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（２）人口の現状 

①人口 

・本市の人口は、平成 30 年 1 月 1 日時点で 19 万 1,308 人であり、平成 10 年(20 年前)の

16 万 8,714 人と比べ、約 1.13倍に増加しています。 

・平成 23 年はほぼ横ばいとなるものの、総人口は昭和 64 年から緩やかな増加を続けてい

ます。 

・なお、平成 25年に対前年度比で大きな増加率が確認できますが、これは外国人登録制度

が廃止され平成 24 年７月９日より外国人住民も住民基本台帳制度の対象となる法改正が

あったためと推測されます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■図表 2-1 総人口の推移（資料：住民基本台帳人口） 
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②年齢階層別人口 

・平成 30 年１月１日現在の年齢階層別の人口構成比を見ると、年尐人口（0～14 歳）が

13.04％、生産年齢人口（15歳～64歳）が 63.99％、老年人口（65歳以上）が 22.97％を

占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■図表 2-2 年齢階層別の人口（男女別）（資料：住民基本台帳人口） 

 

・平成 24 年から平成 30 年の年齢階層別人口の推移を見ると、生産年齢人口の割合が年々

低下している一方、老年人口の割合が年々上昇しており、平成 30 年では 22.97％に達し

ています。 

・年尐人口の割合は、平成 30 年時点では、平成 24 年と比較すると減尐していますが、平

成 27年からは微増傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 2-3 年齢階層３区分別人口の推移（資料：住民基本台帳人口）  
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③65 歳以上高齢者単独世帯 

・65 歳以上の高齢者単独世帯は、年々増加傾向にあり、平成 27年時点では 8,486世帯で一

般世帯の 10.24％に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 2-4 65歳以上高齢者単独世帯の推移 

（資料：平成 12年、17年、22 年、27年国勢調査） 
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（３）住宅の状況 

①住宅の建て方 

・本市の住宅の所有と建て方の割合についてみると、各年度とも共同住宅が最も多い割合

を占めており、平成 10 年調査からの推移を見ると、共同住宅は平成 20 年調査時が最も

多く 46,440 戸となっています。 

・一戸建は年々増加傾向にありますが、一戸建のうち持ち家は増加傾向、借家は減尐傾向

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 3-1 住宅の建て方別の推移 

（資料：平成 10 年、15年、20年、25年住宅・土地統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■図表 3-2 住宅の所有と建て方別の推移 

（資料：平成 10 年、15年、20年、25年住宅・土地統計調査） 
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②住宅の建築時期 

・本市の住宅の建築時期は、持ち家の住宅では昭和 56 年～平成 2 年築の住宅が最も多く、

次いで平成 8 年～12年築の住宅が多くなっています。 

・借家では平成 3 年～7 年築の住宅が最も多く、次いで昭和 56 年～平成 2 年築の住宅が多

くなっています。 

・建築時期が昭和 55 年以前に建築された住宅を旧耐震基準とした場合、持ち家の旧耐震基

準の割合は 23.9％となっており、借家の旧耐震基準の割合 15.8％よりも 8.1ポイント多

い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 3-3 住宅の建築時期（資料：平成 25年住宅・土地統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 
■図表 3-4 住宅の建築時期（３区分）（資料：平成 25年住宅・土地統計調査） 
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（４）本市における空き家等の状況 

①空き家数、空き家率の推移 

・住宅・土地統計調査によると、本市の空き家の合計は増加傾向にあり、平成 25 年は空き

家数 10,830 戸で住宅総数 93,650戸に占める空き家の割合は 11.56％となっています。 

・空き家のうち、賃貸用の住宅が最も多く、次いでその他の住宅が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■図表 4-1 空き家数の推移（資料：平成 15年、20年、25年住宅・土地統計調査） 

 

※住宅・土地統計調査は、標本抽出方法により算出され、空き家数は集合住宅の「空き室」を含んだ
数となっています。 

※統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致し
ません。（市区町村は，1位を四捨五入して 10 位までを有効数字として表章 ） 
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・多摩 26市の住宅総数のうち空き家が占める割合の平均は 10.8％であり、本市の空き家が

占める割合は多摩 26市の平均よりも高く、多摩 26 市中 12番目になります。 

・この空き家のうち、「その他の住宅」が占める割合は、19.9％（2,150戸）で、多摩 26市

の平均 16.2％よりも高く、多摩 26 市中 7 番目になります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 4-2 多摩 26市の空き家の割合の比較（資料：平成 25年住宅・土地統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 4-3 多摩 26 市のその他の住宅の割合の比較（資料：平成 25年住宅・土地統計調査） 
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（５）本市の実態調査の結果【国指針３：空家等の調査に関する事項】 

①これまでの取組 

本市では、平成 24 年度に市内全域の建築物約 80,000 戸を対象として、空き家等の所在

や管理状況について実態を把握することを目的に現地実態調査を実施し、543 件の空き家等

を確認しました。 

また、市民等から相談の寄せられた空き家等について管理台帳を作成しその記録を取り

ながら、必要に応じて現地確認や所有者等の特定、改善要請、経過観察等を行い、平成 24

年度から平成 28年 9月末までに 226 件対応を行ってきました。 

平成 28年度は、法が平成 27年 5月 26日に全面施行されたことに伴い、市内の空き家等

について、今後、市として総合的かつ計画的な対策を講じていくために必要な基礎資料を

確保する趣旨から、平成 24年度調査で確認した空き家等と、これまでに相談の寄せられた

空き家等と思われる建築物について、現地実態調査及び所有者等意向調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、今後は、国の法律等の動向や住宅・土地統計調査の結果などを踏まえ、必要に応

じて空き家等実態調査の実施を検討していきます。 
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②平成 28 年度実態調査 

平成 24年度調査時点での空き家等と市民等から相談の寄せられた空き家等に対し、外観

目視による現地実態調査を実施し、市内に存在する空き家等の最新の状況を把握・分析す

るとともに、空き家等と推定される建築物所有者等に対し意向調査を実施し、現在及び将

来的に当該空き家等をどのように処遇する考えであるかを把握することで、今後、法にあ

る空き家等対策計画策定やその他の住宅施策等により良好な住環境を維持保全し、市とし

て総合的かつ計画的な対策を講じていくために必要な基礎資料を確保するために実施しま

した。 
 

■調査地域：小平市内 

■調査対象： 

・現地実態調査 

 

 

 

 

 

 

※②は、市民等から相談の寄せられた空き家等は 226件でしたが、管理台帳では同

一敷地に複数の建物がある場合１件として計算していたため、建物数は 239 件で

した。 

※④は、事前に建物所有者等から入居の連絡があった箇所を対象外としました。 

 

・所有者等意向調査 

現地実態調査結果から、空き家等と推定された建築物所有者等に対して実施 

■調査期間：平成 28年 6月から平成 28年 11月まで 

 

■実態調査結果 

・実態調査の結果、空き家等は 314

件で、現地実態調査の対象 728件

に対して 43％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家

314件

43%
居住あり

（入居）

198件

27%

新築

142件

20%

駐車場

駐輪場

18件

2%

更地

56件

8%

4件

合計（①+②－③－④） 728件

①：平成２４年度調査で確認した空き家 543件

②：市民等から相談の寄せられた空き家等 239件

③：②のうち①と同一箇所 50件

項目 件数

④：②のうち調査対象外とした箇所
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・町別にみると、小川町が最も多く 53 件、花小金井が 35 件と続いていますが、小川町や

花小金井は町域が広く、家屋数も多いために空き家等が多くなっています。このことか

ら、市内でどこか極端に際立って空き家等が多いという特徴ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築物の主用途についてみると、戸建住宅が 270 件で最も多く、86.0％を占めています。 

・次いで、集合住宅が 21件（6.7％）、店舗兼住宅が 19件（6.1％）となっています。 

 ※集合集宅とは、全て空き室のアパートやコーポなどを指しています。 
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・建築物の構造についてみると、木造が 273 件で最も多く、86.9％を占めています。 

・次いで、防火木造が 26件で 8.3％となっており、木造と防火木造を合わせると 95％以上

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査した建築物について、危険性、防犯、生活環境、景観の視点から各調査項目にポイ

ントを設定し老朽度を計算したところ、老朽度が高いＡランクは１件もなく、老朽度が

低いＤ・Ｅランクで 91.4％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同様に、調査した建築物について、危険性、防犯、生活環境、景観の視点から各調査項

目にポイントを設定し管理不全度を計算したところ、管理不全度が高いＡ・Ｂランクは

１件もなく、管理不全度が低いＤ・Ｅランクで 97.1％を占めています。 
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③所有者等意向調査 

・309 件のアンケート発送に対し、194 件の回答があり、9 件の無効回答を除く有効回答率

は 59.9％となりました。 

・回答のうち、回答がなく白紙のものなど、9件は無効回答として処理しました。 

項目 件数 

①：発送対象（現地調査で空き家と推定した箇所） 314 件 

②：①のうち所有者等が同一でかつ敷地を１宅地と 

  みなし発送を１通とした件数 
45 件 

③：共有者数 40 件 

④総発送数（①－②＋③） 309 件 

⑤：回答数 194 件 

 （⑤のうち郵送による回答） 185 件 

 （⑤のうちインターネット回答） 9件 

 （⑤のうち催促文発送後の回答） 45 件 

 ⑥：⑤のうち無効回答数 9件 

⑦：有効回答数（⑤－⑥） 185 件 

回答率（⑤÷④） 62.8% 

有効回答率（⑦÷④） 59.9% 

 

・空き家の現在の利用状況として、「使用している」が 93 件で、「使用していない」が 92

件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

・「使用している」と回答した方に、具体的な利用状況を質問したところ、「物置き・倉庫

として使用している」が 42件で最も多く、次いで「賃貸住宅として貸出している」が 21

件となっています。 
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・建築物の建築時期については、「昭和 40 年以前」と「昭和 41 年～昭和 56 年 5 月」の合

計が 114件で、旧耐震基準時の建築物が 61.6%を占めています。 

・「平成 12 年 6月以降」の新しい建築物は 4 件（2.2％）に留まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築物の状態は、「現在でも問題なく住める（利用できる）」が 70件で 37.4%、「一部改修

すれば使用できる」が 53 件で 28.3%となっています。 

・「危険性はないが使用できる状態ではない」は 20件で 10.7％、「このままでは危険である」

は 2件で 1.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 ・空き家等や跡地の利活用の意向について

は、「条件次第で利活用したい」が 85件

で 45.7%、「利活用するつもりはない」が

71 件で 38.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利活用する上での必要な支援は、「取り壊しや建替えの費用を助成してほしい」が 30 件

で最も多く、次いで「耐震改修や修繕の費用を助成してほしい」が 20 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・行政や民間事業者、市民活動団体等に貸す意向は、「行政等に貸す意向はない」が 72 件

で最も多くなっており、Ａ～Ｅの回答のほとんどは有償を希望している状況となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

85件

45.7%
71件

38.2%

30件

16.1%

：．条件次第で利活用したい

；．利活用するつもりはない

未回答
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（６）国及び東京都の取組状況 

国 

■空家等対策の推進に関する特別措置法 

国は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福

祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成26年11月に「空家等

対策の推進に関する特別措置法」を公布しました。 

また、平成27年２月に同法を一部施行するとともに、「空き家等」に関する

施策の実施に関する基本的な事項を記載した「空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に実施するための基本的な指針」を定めました。 

そして、同年５月には同法を完全施行するとともに、同法第２条第２項に規

定する『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な

指針（ガイドライン）』を公表しました。 

■空き家再生等推進事業 

不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却を行う「除却事業タイプ」と、

空き家住宅又は空き建築物の活用を行う「活用事業タイプ」があり、一定の要

件に該当する場合、各事業について国庫補助が行われます。 

■空き家対策総合支援事業 

空き家等対策計画（法第６条）に基づき実施する空き家の活用や除却などを

地域のまちづくりの柱として実施する市町村に対して、補助が行われます。補

助対象事業は、空き家等対策計画に基づく「空き家の活用」「空き家の除却」「関

連する事業」などとなっています。 

東 

京 

都 

■東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業 

東京都は、空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関する普及啓発の取組

と、空き家所有者等からの相談業務を一体的に実施する事業者を公募し、選定

しています。選定された事業者は、空き家所有者等に空き家の問題について理

解を深めてもらうため、セミナー、フォーラムの開催や、専門家や協力事業者

との連携・協力による相談会の開催を実施しています。 

■空き家利活用等区市町村支援事業 

東京都は、区市町村が実施する実態調査や空き家等対策計画の作成、改修費

助成への補助等により、区市町村による計画的な空き家の利活用等を促進する

ことを目的として、区市町村の取組に対し、補助を行っています。 

■東京都空き家対策連絡協議会の設立 

東京都は、空き家等の適正管理及び利活用等の推進等、空き家対策の実施主

体である区市町村に対して、他自治体の取組の情報共有や専門知識の提供等に

よる技術的支援を図ると共に、空き家対策における課題解決に向けた共同検討

を行うため、東京都空き家対策連絡協議会を設置しています。 

■東京都居住支援協議会の設立 

東京都では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確

保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進などについて、東京都、東京都住宅供

給公社、不動産団体及び福祉団体等で構成する東京都居住支援協議会において

協議しています。 
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（７）空き家等対策に係る課題 

これまで本市においては、条例や法に基づく空き家等の適正管理の助言・指導に取り組

んできましたが、高齢化の進展等を背景として、高齢者等の施設入居や相続の機会が増え、

今後、さらに空き家等が増加することが予想されます。また、長期にわたり放置され、草

木の繁茂などによる周囲の生活環境へ影響を及ぼす、適正に管理されない空き家等の増加

も懸念されます。 

居住又は使用されなくなった家屋は、長期にわたり放置されると様々な問題を引き起こ

すこととなるため、更地化して売却されたり、再利用されることが望ましいですが、利活

用には費用・空き家等の規模・相続関係等の問題が関係し、空き家等の流通が停滞する傾

向があります。 

こうした背景を踏まえ、空き家等対策に係る課題は以下のとおりとなります。 

 

課題① 

・空き家等の発生を未然に防止できるように、多様な発生要因に対して適切な働きか

けを行うことが必要です。 

 

課題② 

・専門家団体や庁内関係課等の連携のもと、所有者等による主体的な適正管理を促す

とともに、空き家等が管理不全な状態にならないよう、所有者等に適正な管理を粘

り強く求めていくことが必要です。 

 

課題③ 

・民間事業者を中心とした空き家等の流通・利活用を推進するとともに、空き家等の

流通・利活用に向けて、専門家団体等との連携による相談体制の充実が必要です。 
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第３章．空き家等対策の方針【国指針１：空家等に関する対策の基本的な方針】 

（１）空き家等対策の基本方針 

現在、本市には、管理が不十分な空き家等は尐ないものの、今後、高齢化の進展等を背

景として空き家等が増加することが予想されるため、空き家化の予防対策や、管理が不十

分な状態にならないように適正管理や利活用を進めるために、各段階で有効な対策を実践

していきます。 

周辺の生活環境や景観への影響を与える空き家問題は地域社会全体の問題であることか

ら、空き家等の所有者等はもとより、市民等、事業者、市など地域社会に関わる主体が相

互に連携して、多方面からの取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本方針≫ 

 

空き家等の「適正管理」 
・空き家等の所有者等に対して、空き家等の

適正管理の必要性や空き家等の所有者等の

責務を周知・啓発し、自主的な適正管理を

促します。 

 

空き家等の「利活用」 
・空き家等について、所有者等に対して情報提供、啓発

活動を行い、民間事業者を中心とした空き家等の流

通・利活用を推進します。 

空き家化の「予防」 
・市民等に対して情報提供、啓

発活動等を行い、周囲の生活

環境に影響を及ぼす空き家等

の発生抑制に繋げます。 
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■空き家等の段階ごとにみた基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

空き家等 

（空き家化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等 

（管理不全な状態） 

空き家等となる 

可能性のある住宅 

「予防」（発生抑制） 
【基本方針】市民等に対して情報提供、啓発活動等を

行い、周囲の生活環境に影響を及ぼす空

き家等の発生抑制に繋げます。 

 

「適正管理」 
【基本方針】空き家等の所有者等に対して、空き家等

の適正管理の必要性や空き家等の所有

者等の責務を周知・啓発し、自主的な適

正管理を促します。 

 

 

「利活用」 
【基本方針】空き家等について、所有者等に対して情

報提供、啓発活動を行い、民間事業者を

中心とした空き家等の流通・利活用を推

進します。 
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（２）主体別役割 

空き家等は、第一義的には所有者等の責任で維持管理されるものですが、様々な理由に

より適正に管理されていない空き家等が、市民等の生活環境に影響を及ぼしていることか

ら、空き家等の問題を地域社会の問題と捉え、空き家等の所有者等、市民等、事業者、市

が協力し、それぞれの役割のもとで空き家等対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業者 

市民等 

市 

空き家等の 

所有者等 

空き家等の所有者、管理者、相

続人は、空き家等が放置された

ままにならないように適正な

管理、活用、流通等に努めると

ともに、相続等が発生した場合

には、必要な手続きを速やかに

行うように努めます。 

市民等は、管理不全な空き家

等を発見した時は、市への速

やかな情報提供が期待され

ます。 

市民等は、市内に居住する者

又は市内に通勤、若しくは通

学する者です。 

 

事業者は、空き家等の所有者等や市に

対し、専門的な視点から相続から管

理、活用に至るまで、空き家等の抱え

る複合的な課題の解決への助言や支

援等が期待されます。 

事業者は、法務、不動産、建築、福祉、

まちづくりＮＰＯ団体等その他の空

き家等の除却や活用等と関連する事

業を営む者です。 

 

市は、空き家等の実態把握に努めると

ともに、空き家等の適正な管理の促進

など、条例及び法に基づく、空き家等

対策に取り組みます。 
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（３）対策を推進するための連携体制 
【国指針７：住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項】 
【国指針８：空家等に関する対策の実施体制に関する事項】 

 

・平成２９年７月、本市は地域に根ざした専門家団体と空き家等の所有者等が抱える課題

の解決に向けた「小平市における空き家等対策に関する協定」を締結しました。 

・空き家等の所有者等の様々な不安や悩みに応じて、協定に基づき、本市（地域安全課）

を通じて、専門家団体が設置する相談窓口を適宜紹介していきます。 

・今後、空き家等の増加に伴って、市民等からの苦情や問い合わせ、相談等が増加するこ

とが予想されることから、庁内関係課の連携により、情報及び問題を共有し、課題解決

へ向けて連絡調整を図ります。 

・また、今後も、警察、消防その他の関係機関等との連携を継続していきます。 

 

  

連携・情報共有 

市 

庁内関係課 

政策課、行政経営課、防災危機管理課、税務課、 

市民協働・男女参画推進課、産業振興課、保育課、 

生活支援課、地域包括ケア推進担当課長、環境政策課、 

資源循環課、都市計画課、建築担当課長 

道路課、施設整備課、地域安全課 

地域安全課 

市民等からの相談窓口 

専門家団体 

 

宅建業協会、全日本不動産協会、建築士事務所協会、 

建設業協会、司法書士会、行政書士会、 

土地家屋調査士会、りそな銀行 

市
民
等 

空
き
家
等
所
有
者
等 

苦情 

問い合わせ 

相談 

対応結果 

の報告 

相談 

対応 

庁内検討会議 

協定締結 
（Ｈ29.7） 

相談窓口 
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第４章．空き家等の段階ごとの具体的な対策 

（１）「予防」（発生抑制） 

 

■基本的な考え方 

・様々な機会や方法により、空き家等が周辺環境に与える影響や空き家等の経済的な負

担等を分かりやすく情報提供するなど、空き家等の所有者等に対する問題意識の醸成

や啓発活動に取り組みます。 

・高齢者等に対する相続への備えなどに関する啓発活動、空き家化する前からの相談体

制づくりなど、空き家化の予防対策に取り組みます。 

 

■具体的な対策 

①空き家化の予防、住まいの適正管理に向けた対策 

・空き家等の所有者等や市民等に対して、様々な機会や方法により、空き家等に起因する

問題や周辺環境に及ぼす影響のほか、所有者等の経済的又は心理的な諸問題に関しても

情報を提供し、空き家等に関する所有者等の問題意識の醸成や啓発活動に取り組みます。 

・空き家化の予防に向けて、将来、空き家等となる可能性がある高齢者単独世帯等に対し

て、日常的な住まいの維持管理等の必要性、現在の住まいを次世代へ円滑に引き継ぐこ

との意義や重要性等を情報提供し、所有者又は管理者としての適正管理に対する問題意

識を啓発します。 

・相続問題などをテーマに、専門家団体と連携して、セミナーや相談会の開催を検討しま

す。 

・空き家等の譲渡所得に係る 3,000 万円の特別控除の特例措置など、国による空き家等の

発生を抑制する制度等を情報提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「空き家等の譲渡所得の 3,000 万円特別控除」 

・平成２８年度の国の税制改正により、相続時から３年を経過する日の属する年の  

１２月３１日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、

当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含

む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場合（譲渡価格が１億円以下）には、当該家

屋又は土地の譲渡所得から 3,000万円が特別控除されます。 

・この制度は、空き家等の発生の抑制をはじめ、空き家等が放置されることによる周

辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、「相続」を契機とする空き家等の

有効活用を促進するために創設された制度であり、平成３１（2019）年１２月３１

日までが適用期間となります。 
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②空き家等情報の提供に関する協定 

・平成２８年７月、公益社団法人小平市シルバー人材センターと締結した「空き家等情報

の提供に関する協定」に基づき、引き続き、空き家等が管理不全な状態になることを防

止するための対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

③空き家等の所有者等の様々な悩みに対応できる相談体制の整備 

・空き家化の予防に向けて、市は、法律や不動産の専門家団体等と連携、協力するなど、

相続・登記をはじめ、家屋や土地の将来設計など、適正管理や利活用に関する取組も含

め、空き家等の所有者等が抱える多岐にわたる相談に対応できる体制の維持、充実に取

り組みます。 

 

 

  

■専門家団体と連携した空き家等に関する相談窓口 

・市では、平成 29年 7月に、空き家等の所有者等が抱える様々な問題に関して、専

門的なアドバイスを受けられるように、専門家団体との協定を締結しています。 
 

相談内容 専門家団体 

空き家等の売買や賃貸に関

すること 

■(公社)東京都宅地建物取引業協会北多摩支部 

■(公社)全日本不動産協会東京都本部多摩北支部 

空き家等のリフォーム、改

修工事に関すること 

■(一社)東京都建築士事務所協会北部支部 

■小平市建設業協会 

空き家等の権利調査・相

続・登記、財産管理、成年

後見等に関すること 

■東京司法書士会田無支部 

空き家等の所有者等と相続

人の調査確認、資産の有効

活用や手続きに関すること 

■東京都行政書士会 

空き家等の敷地境界に関す

ること 

■東京土地家屋調査士会田無支部 

住宅増改築融資、空き家等

の有効活用に係る融資に関

すること 

■りそな銀行小平支店 

 

■「空き家等情報の提供に関する協定」 

・小平市シルバー人材センターの会員の方々が、公報等の配布業務を行った際に、管

理不全な状態にある空き家等を察知した際に、市に当該空き家等の所在地の情報を

提供するもので、その情報に基づいて、市は現地確認を行います。 
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（２）「適正管理」 

【国指針４：所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項】 

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

■基本的な考え方 

・平成２５年１月に施行した条例等を通じて、所有者等に対して、空き家等の適切な維持

管理の必要性等を周知・啓発します。 

・専門家団体や庁内関係課等と連携し、所有者等への情報提供や相談対応、助言や指導を

行います。 

・管理が不十分な空き家等に対しては、空き家等の管理状態の程度に応じて、条例に基づ

く助言や指導、勧告など、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう着実な適正管理の対策に

取り組みます。 

 

■具体的な対策 

①所有者等による主体的な適正管理の促進 

・条例に基づく助言や指導等を通じて、空き家等の適正管理は、空き家等の所有者や管理

者の責務であることを周知し、主体的な管理意識を高め、所有者等自身による空き家等

の維持管理を促します。 

・空き家等の発生時の的確な対応や空き家等の適正管理の重要性について、市報、リーフ

レットの配布、ホームページ等を活用しながら情報提供を行うとともに、専門家団体等

との連携のもと、所有者等に対する空き家等の管理に対する意識を高めることを目的に、

空き家等対策に関する情報提供やセミナー等の開催を検討します。 

・国が創設した空き家等の譲渡所得に係る 3,000 万円の特別控除の特例措置など、空き家

等が放置されることによる周辺の生活環境への悪影響を未然に防止するための制度等に

ついて、積極的に情報発信します。（再掲） 

・空き家等の所有者や管理者が当該空き家等の状況を確認できない場合には、所有者等に

当該空き家等の管理状況を伝え、適正管理の意向を確認するとともに、専門家団体と連

携して所有者等の悩み・相談へのきめ細かな対応を図ります。 

 

②適正管理対策に関する実施体制の確立 

・専門家団体や庁内関係課等と連携を図りながら、空き家等の管理状態に応じて効果的な

対策を実施する体制を維持・充実します。 

・空き家等を所有することになったがどうすればよいのかわからないといった相談をはじ

め、賃貸・売却・管理・解体等に関する具体的な相談にも適切に対応できるようにする

ため、法律や不動産等の専門家団体との連携を図ります。 

・庁内においては、苦情の内容や空き家等の状況に応じて、庁内関係課が連携して所有者

等に対して適正な管理等の助言・指導等を行います。 
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③管理不全な状態の空き家等に対する措置 

・空き家等が管理不全な状態にならないよう、小平市空き家等の適正な管理に関する条例

に基づいた助言、指導及び勧告など、所有者等に適正な管理を粘り強く求めていきます。 

・空き家等に切迫した危険があり、かつ、所有者等が速やかに当該危険を回避するために

必要な措置を講ずることができないと認めるときは、当該危険を回避するために必要な

最低限度の措置を検討します。ただし、原則として、あらかじめ所有者等の同意を得る

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「利活用」 

【国指針５：空家等及び除却した空家等に係る跡地利用の活用促進に関する事項】 

 

■基本的な考え方 

・今なお人口が微増傾向にある本市においては、空き家等の利活用については、市場での

流通・利活用を基本とし、民間事業者を中心とした中古住宅としての活用や除却跡地の

売却などを推進します。 

・所有者等の地域のまちづくりやコミュニティの資源としての活用意向に対して、専門家

団体等との連携により、利活用に関する相談体制の充実を目指します。 

 

■具体的な対策 

①民間事業者による流通・利活用の推進 

・空き家等の所有者等に対して、民間事業者を中心とした中古住宅としての活用や除却跡

地の売却などに関する情報提供や啓発活動を行います。 

②相談体制の充実 

・空き家等を子育て世帯の交流の場や高齢者の憩いの場に活用するなど、地域のまちづく

りやコミュニティの資源として空き家等を活用したい意向を持つ所有者等に対しては、

法律や不動産、建築、資金調達等の幅広い分野の専門家団体等と連携した相談会の開催

など、空き家等の所有者や管理者の様々な相談に対応できる相談体制を充実します。  

■特定空家等に対する措置の検討 

・今後、著しく管理が不十分な状態の空き家等の発生状況を踏まえ、必要に応じて、

建築物の管理状態や周囲に及ぼす悪影響の危険性等を総合的に勘案した特定空家

等の判定や行政手続きの考え方等については、客観的かつ透明性を確保した手法に

より対応を検討します。 

・特定空家等の判定や所有者等に対する助言・指導等に当たっては、所有者等の財産

権等を制限する側面もあることから、各種専門家を含む話し合いの場を設け、客観

的かつ透明性を確保した手法による対応が必要です。 
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第５章．計画の進行管理 
【国指針９：その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項】 

（１）計画の進行管理 

・空き家等対策を進めていく上で、社会経済情勢の変化や市内の現状等を踏まえつつ、Ｐ

ＤＣＡサイクルの視点のもとで進行管理を行い、必要に応じて、計画の進捗状況の確認

や計画の見直しなどを検討します。 

・総合的な空き家等対策を推進していくため、専門家団体や庁内関係課等の連携・情報共

有を維持・充実します。 

 

（２）計画見直しの考え方 

・全国的に所有者不明土地が増加しており、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法が公布されるなど、空き家等対策を取り巻く社会経済情勢は今なお変化し続け

ています。 

・計画の見直しにおいては、各種対策の進捗状況を踏まえつつ、社会経済情勢や新たな法

律等の制定の動向などを見据え、適切な見直しを行います。 

 


